
農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う地域計画及び目標地図の策定について

○目的

農地の集積・集約化推進や地域計画の策定を支援するため、農業関係団

体や市町村、農業委員会の代表で構成する「山形県農地集積・集約化プロ

ジェクト会議」を核として、関係機関の連携・推進体制の機能強化を図り

ながら、地域が抱える課題解決に向けてサポートします。

○支援体制のイメージ

【内容】
・県全体の現状・課題の整理
・人・農地プランの実行に向けた支援策
の検討

・関係機関が連携した支援をマネジメント

☆プラン実行のための

地域支援チーム

（実行に向けた地域の話し合い・目標

地図の作成支援等）

★地域の課題解決に重点化した

検討チーム

（課題テーマを設定し、解決に向けた

支援策を研究・検討）

○地域との意見交換会を開催し、

地域の現状・課題を共有

○人・農地プランの策定（見直

し）、「目標地図」の作成に

係る助言

１．樹園地継承課題

解決検討チーム

２．中山間地域課

題解決検討チーム

農業委員会・
市町村支援

課題テーマの
設定・検討

地域伴走型支援 課題解決型支援

３．農地バンク機能強化検討チーム

山形県農地集積・集約化プロジェクト会議
（R4.2.10設置）

山形県のサポート体制
○人・農地プランと地域計画について

地域の将来の農業の在り方を示す「人・農地プラン」が、令和４年５月に

成立した農業経営基盤強化促進法の一部改正により法定化され、「地域計

画」となります（法施行は令和5年4月1日予定）。

「地域計画」では、農地毎に10年後の担い手を目標地図に示し、担い手の

いない農地などの課題を地域で共有することが求められます。

○地域計画の策定について

市町村では、令和７年３月末（予定）まで、地域計画を策定することが求

めれており、政府では次のとおりのスケジュールを示しています。
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Ｒ５年４月～Ｒ７年３月末Ｒ５年３月末

７つのモデル地域※を設定→横展開
※うち２つは市町村モデルへの参画

４つの

モデル地域
を設定
→横展開
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人・農地プラン
（地域農業の将来の在り方）

地域計画
（地域農業の将来の在り方＋目標地図）


